
中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱第 9条の規定に基づく

「特定粉じん排出等作業完了報告書」作成上の注意事項

１ 特定粉じん排出等作業実施届出書等との変更点について

提出済みの「特定粉じん排出等作業実施届出書」や「石綿飛散防止方法等計画届出書」の内容

から変更があった場合は、必ず別紙「特定粉じん排出等作業実施届出書等からの変更点」などを

作成して、当該事項について変更内容を記載してください（裏面の記載例を参照）。

また変更内容により、変更後の資料（工程表や図面など）も添付してください。

【注意】

当該変更を行う場合は、事前に中野区の担当者に連絡し、同意を得てください（安全上の緊

急時を除く。ただし連絡可能になり次第、速やかに中野区の担当者に連絡してください）。

なお、大きな変更の場合は、事前に「特定粉じん排出等作業実施届 届出内容変更申出書」

を提出していただくことがあります。

２ 様式第２について

３ 工事写真について

可能な限り、除去対象のアスベスト含有建材が施工されていた箇所すべてについて、当該建材

が除去されていることが確認できるよう写真を撮影し、当該完了報告書に添付してください。

４ 提出部数について

２部（正本・副本）提出ください。

【本件問い合わせ先】中野区 環境部 環境課 環境公害係 電話 03-3228-5799（直通）

E-mail: kankyo@city.tokyo-nakano.lg.jp

項目 注意事項等

当該報告書の報告者 ◎当該届出対象特定工事の元請業者（法人にあっては法

人代表者）になります。

※特定粉じん排出等作業実施届出書と異なり、発注者で

はありませんのでご注意ください。

「届出対象特定工事の名称」

「届出対象特定工事の場所」

「届出対象特定工事の発注者又は自主

施工者」

◎提出済みの「特定粉じん排出等作業実施届出書」と一

致させてください。

「特定粉じん排出等作業の実施の期間」 ◎当該期間に変更があった場合は、別紙「特定粉じん排

出等作業実施届出書からの変更点」を作成して添付し

てください。

「除去等工事に係るアスベスト測定の

結果（敷地境界の最大値）」

◎敷地境界におけるアスベスト「濃度」の最大値を記載

してください。

◎測定結果が定量下限値未満だった場合は、必ず定量下

限値だけでなく、不等号（＞）も記載してください。

◎次の場合は、理由書を添付してください。

・測定結果が１本/ℓを超えた場合

・施工後の数値が施行前よりに大きく増加した場合

令和３年４月 中野区環境課



(記載例)

特定粉じん排出等作業実施届出書等からの変更点

項目 変更前 変更後 変更理由

特定粉じん

排出等作業

の実施の期

間

自 令和３年７月１日 ～

至 令和３年７月６日

自 令和３年７月８日 ～

至 令和３年７月１５日

負圧除塵装置の搬入

が遅れたため。

（事前に当該変更に

ついて中野区環境課

の了承を得た。）

作業場の隔

離方法 （省略） 別添の図面の通り

養生作業中に新たに

特定建築材料が発見

されたため。

（事前に当該変更に

ついて中野区環境課

の了承を得た。）


